
 

上
野
議
員
は
３
月
議
会
の
一
般
質
問

で
、
リ
フ
レ
上
越
山
里
振
興
株
式
会
社

の
雇
用
調
整
助
成
金
な
ど
の
不
正
受
給

問
題
と
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
下
の
市
内

経
済
の
現
況
と
さ
ら
な
る
支
援
に
つ
い

て
た
だ
し
ま
し
た
。 

 

リ
フ
レ
問
題
で
は
、
ま
ず
調
査
結
果

か
ら
見
え
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
と
こ
れ

か
ら
の
対
処
、
そ
し
て
第
三
セ
ク
タ
ー

の
課
題
に
関
し
て
、
市
の
考
え
を
た
だ

し
ま
し
た
。 

 

市
長
は
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
り
、
同
社
の
経
営
環
境
は
悪

化
し
た
が
、
市
は
減
収
補
填
や
指
定
管

理
委
託
料
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
の
で
、
不
正
受
給
を
行
わ
な
く

と
も
雇
用
維
持
や
黒
字
化
は
可
能
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
動
機
は
見
当
が

つ
か
な
い
」
「
不
正
受
給
の
責
任
は
関

与
者
に
あ
り
、
市
に
は
責
任
は
な
い
と

考
え
る
」
な
ど
と
述
べ
、
市
の
肝
い
り

で
設
立
し
、
市
の
施
設
の
運
営
を
任
せ

て
き
た
同
社
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
市

の
責
任
を
明
確
に
は
認
め
ま
せ
ん
で
し

た
。 

 

ま
た
、
「
弁
護
士
に
よ
る
調
査
と
労

働
局
へ
の
早
期
の
返
還
、
さ
ら
に
関
与

者
の
処
分
を
求
め
て
き
た
」
「
同
社
で

は
、
11
回
に
及
ぶ
臨
時
取
締
役
会
に

て
労
働
局
へ
の
返
還
や
関
係
者
へ
の
対

処
な
ど
を
協
議
し
た
ほ
か
、
記
者
会
見

や
株
主
へ
の
説
明
会
、
地
域
協
議
会
に

対
す
る
説
明
会
を
行
っ
た
」
「
市
は
同

社
の
指
定
管
理
者
の
指
定
取
消
し
や
法

人
の
整
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
」
な
ど
と
述
べ
ま
し
た
。 

 

上
野
議
員
は
こ
の
こ
と
に
関
し
、

｢

パ
ー
ト
従
業
員
の
つ
な
ぎ
止
め
に
苦

労
し
て
い
る
現
状
が
あ
り
、
関
与
者
は

仕
事
へ
の
熱
意
の
も
と
、
や
む
を
得
な

か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か｣｢

そ
も
そ
も
市
が
第
三
セ
ク
タ
ー
へ

の
関
与
方
針
を
変
更
し
経
営
を
会
社
任

せ
に
し
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
の

で
は
な
い
か｣

と
た
だ
し
ま
し
た
。 

 

第
三
セ
ク
タ
ー
の
あ
り
方
に
関
し
て

は
、
市
長
は
、
「
経
営
責
任
者
が
常
勤

で
は
な
く
、
ま
た
、
役
員
に
地
域
の
代

表
者
な
ど
が
就
任
し
、
経
営
に
関
す
る

全
般
的
な
責
任
を
負
え
る
状
況
で
は
な

い
こ
と
、
ま
た
、
小
規
模
な
法
人
で

は
、
職
員
数
が
少
な
い
こ
と
や
人
員
の

固
定
化
に
よ
り
、
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
が
働
か
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
第

三
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
が
故
に
、
指
定
管

理
者
の
指
定
や
業
務
の
委
託
先
と
し
て

随
意
で
選
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
」
な
ど

弱
点
を
列
挙
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
や

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
な
ど
（
市
と
し

て
の
）
関
与
方
針
の
見
直
し
を
進
め

る
」
と
答
え
ま
し
た
。  
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連 橋爪 法一 (吉川区代石) 
絡 上野 公悦 ( ) 
先 平良木哲也 (上中田(金谷区)) 

 ３月議会に提案された議案の一つに、｢手

数料条例の一部改正｣があります。 

 この条例は、マイナンバーカードの普及

促進のため、コンビニエンスストアなどに

設置されている多機能端末を利用して住民

票の写し等の交付を受けると、窓口と比べ

て手数料を50円安くするというものです。 

 総務常任委員会の審議では、橋爪議員が

安くすることの根拠をただしたのに対し

て、引き下げ金額の算出などについての明

確な答弁はありませんでした。 

 多機能端末を使っての交付は、人件費を

節約できますので、その分の手数料を引き

下げることができることは予測できます。 

 しかし、多機能端末を使うためのシステ

ム改修やコンビニへの取扱手数料などの費

用も推測でき、決して安上がりにはならな

いことも考えられます。 

 となると、どうして手数料を引き下げる

ことになるのかが疑問です。 

 そこで考えると、これは政府がマイナン

バーカードを普及させるためになりふり構

わないやり方を取っていることの表れの一

つではないかと推測できます。今回の手数

料引き下げは、ある意味でマイナバーカー

ドを使わない人へのペナルティーとも言え

るだけに、政府のやり方は姑息と言わざる

を得ません。 

上越保健所管内新型コロナ感染症 

感染者発生状況（3月5日現在） 

３／１２～３／１８ 

感染者総数    194人(前週＋19) 

１日平均    27.7人(前週＋2.7) 

 政府はなぜ、こんな姑息な手段をとって

まで、マイナンバーカードを普及させたい

のでしょうか。 

 それを読み解くヒントに、今後予定さ

れている｢銀行口座との紐付け｣がありま

す。これは、国民個人の銀行の預貯金情

報とマイナンバーカードを結びつけ、一

人ひとりがどれだけの預貯金を持ってい

るかを把握する手段になります。 

 国民は、収入に応じて税金を払いま

す。税金を払った残りを、ある人は全部

使い、ある人は節約して貯金したりしま

す。せっせと貯めた貯金は、いわば血と

汗の賜物です。 

 そこに目をつけたのが政府です。個人

の預貯金を把握して、その金額に応じて

福祉の給付を減らしたり、サービスを減

らしたりしようというのが狙いです。そ

して究極には貯金にも税金をかけようと

いうことも研究されています。 

 収入の段階で税金を払っているのに、

必死に貯めた貯金にまで税金をかけられ

てはたまりません。まったく理不尽なや

り口です。 


